
 
 

 

   

  

 

 
 

 

  
2023年 10月 1日より開始された、インボイス制度について、インボイスの届け出は本当に必要なのか、届出をした

時としなかった時でどのような違いがあるか、取引先がインボイスの届け出を求めてきた時にどう対応するべきか、届け

出ると何をしなければいけないのか？などについて実践的な取組方について説明します。 

 

   

 

  

    

  

［募 集 定 員］8名 
  

▲▲▲

経営相談を無料で承っています 

 
お申込み方法（Web フォームでの送信、もしくはお電話でお申込みください） 

 



［お電話］

   セミナー担当まで

［Web フォーム］        

 

 

［個人情報の取扱いについて］お申込みいただいた情報は、セミナー及び個別相談の受付と集計の目的以外には利用いたしません。 

なお、本事業は中小企業庁から公益財団法人くまもと産業支援財団が委託を受けている都合上、国及び財団にも情報を共有いたします。 

 

中小企業庁が設置する「熊本県よろず支援拠点」のコー

ディネーターを務め、自身の食品製造販売業や、ネットショ

ップ・店舗販売での経験をもとに、攻めのＩＴ経営、軽減

税率対応、キャッシュレス決済、クラウド会計の導入など、

IT活用にかかわる分野、マーケティング、ビジネスプランのブ

ラッシュアップを支援している。 

［講師］ 

 森田 欣典 

  熊本県よろず支援拠点コーディネーター 
 

［開催日］ 令和 5年 10月 14日（土）10:00～11:00 

          令和 5年 10月 23日（月）15:00～16:00 

０９６－２８６－３３５５ 

【オンラインセミナー】 

どうする？ 

小規模事業者のためのインボイス対応

（免税事業者実践編） 


